
とりぎんファームバンキングサービス（ＶＡＬＵＸ）利用規定 

 

第１条 サービス内容 

（１）とりぎんファームバンキングサービス（ＶＡＬＵＸ）（以下、「本サービス」といい

ます。）は、契約者ご本人（以下、「依頼人」といいます。）が占有・管理するパー

ソナルコンピューター（以下、「使用端末機」といいます。）によって当行所定の取

引を依頼する場合に利用できるものとします。 

（２）本サービスを利用する場合、契約者は別途株式会社ＮＴＴデータ（以下、「ＮＴＴデ

ータ」といいます。）が提供する端末認証サービス「ＶＡＬＵＸ」を契約し、使用す

ることとします。 

契約者は、申込んだコンテンツを本利用申込書に記載して当行に届け出るものとしま

す。契約者が申込んだコンテンツと、当行に届け出たコンテンツが相違している場

合、本サービスは利用できません。 

（３）当行は依頼人の認証にあたり、ＮＴＴデータから認証済み情報として通知されたＶＡ

ＬＵＸの接続ＩＤ（以下、「接続ＩＤ」といいます。）を使用します。接続ＩＤは、

本利用申込書により事前に当行に届けてください。 

また、接続ＩＤの取扱い方法については、ＮＴＴデータの定めによることとします。 

 

第２条 サービスの利用・本人確認 

（１）本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。 

（２）本サービスを利用する場合には、所定の方法により当行あてに接続し、接続ＩＤを使

用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信した接続Ｉ

Ｄ・暗証番号と届出の接続ＩＤ・暗証番号の一致を確認した場合は、当行はその送信

者を依頼人と認め、応答します。 

当行が受信した接続ＩＤ・暗証番号と届出の接続ＩＤ・暗証番号との一致を確認して

取扱ったものについては、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのため

に生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（３）本サービスを使用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。 

（４）データの作成基準ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領による

ものとします。 

（５）依頼人は、データ伝送の送信後はその内容を変更しないものとします。 

 

第３条 振込・振替サービス 

（１）取引の範囲 

（イ）振込・振替サービスは、使用端末機によって、次の振込・振替取引を依頼する場合に

利用できるものとします。 



① 依頼日当日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の預金口座（以下、「支払指

定口座」といいます。）から振込資金または振替資金（以下、「振込・振替資金」と

いいます。）を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支

店の預金口座（以下、「入金指定口座」といいます。）あてに振込通知を発信し、ま

たは振替の処理を行う取引。 

② 依頼日の翌営業日以後１０営業日以内の営業日で依頼人が指定する日（以下、「振

込・振替指定日」といいます。）に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのう

え入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引（以下、「振

込・振替予約」といいます。）。 

（ロ）前（イ）における入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届出る方式により行う

ものとします。 

（ハ）本項（イ）の振込・振替取引は、次の区分により取扱います。 

① 支払指定口座と入金指定口座が同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定

口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には「振込」として取扱いします。 

② 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振

替」として取扱います。 

（２）取引の依頼 

（イ）振込・振替サービスによる１回あたりの振込金額または振替金額（以下「振込・振替

金額」といいます。）は、当行所定の金額の範囲内とします。 

（ロ）振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、所定の方法により当

行あてに接続し、入金指定口座の登録番号、支払指定口座の預金種目・口座番号、振

込・振替金額、パスワードおよび暗証番号その他の所定の事項を使用端末機によっ

て、当行所定の方法により入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容と

します。 

（ハ）当行が受信した暗証番号および接続ＩＤと届出の暗証番号および接続ＩＤとの一致を

確認した場合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使

用端末機によって入力してください。 

（３）振込・振替契約の成立等 

（イ）依頼内容は、当行が受信した通信暗証番号（以下「暗証番号」といいます）および接

続ＩＤと使用端末の接続ＩＤの一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点

で、確定するものとします。当行が暗証番号・接続ＩＤの一致を確認して取扱いまし

たうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害に

ついては、当行は責任を負いません。 

（ロ）依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼人に送信しますので、確認してくだ

さい。この通知が届かない場合には、直ちに当店に照会してください。この照会がな

かったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 



（ハ）当行は、依頼内容確定時（ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の

当行所定の時刻）に振込・振替資金、振込手数料を預金通帳・払戻請求書・カードま

たは小切手なしで支払口座から自動的に引落します。振込手数料、その他振込・振替

サービスに関連して必要となる手数料は当行所定の日に1か月分をまとめて支払口座か

ら引落しします。 

（ニ）振込・振替契約は、前（ハ）に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から

引落したときに成立するものとします。 

（ホ）前（ニ）により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振

込通知を発信し、または振替の処理を行います。 

（へ）以下の①〜⑥に該当する場合、振込・振替サービスの取扱いはできません。 

① 振込・振替資金等が振込・振替資金引落口座から払い戻すことのできる金額（当座貸越

を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるとき。 

② 振込・振替資金引落口座が解約されたとき。 

③ 依頼人から振込・振替資金引落口座への支払停止届があり、それにもとづき当行が振

込・振替資金引落口座に対し、支払停止の手続を行ったとき。 

④ 振込・振替資金引落口座が、差押、仮差押または転付命令の対象になっており、当行が

その事実を認知したとき。 

⑤ 振替取引において、振込・振替先口座が解約済などの理由で入金できないとき。 

⑥ 当行以外の金融機関の国内本支店にある預金口座あて振込の場合に、当該金融機関から

相当の事由により返却されたとき。 

（４）振込・振替予約における振込・振替資金等の引落し不能の場合の取扱い 

振込・振替予約の場合には、当行は、前項（ロ）に規定する依頼内容の確定の通知を送

信していても、前項（ハ）に規定する振込・振替資金の引落しができないときは、その

依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、依頼

人に対し、振込・振替資金の引落し不能の旨の通知は行いません。 

（５）依頼内容の取消・変更、組戻し 

（イ）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引

の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱いま

す。 

① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかか

る届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認

資料を求めることがあります。 

② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

（ロ）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支

払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。 

① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印し



て提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 

② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 

現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章（または署名・暗証）に

より記名 押印のうえ、提出してください。 

（ハ）本項（イ）（ロ）の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信してい

るときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との

間で協議してください。 

（ニ）訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出の印章とを相当の注意をもっ

て照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変

造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま

せん。 

（ホ）振替取引の場合、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取下げはできませ

ん。 

（６）振込不能分の取扱い 

振込・振替サービスによる振込を行った場合において、入金指定口座への入金ができな

いときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に振込依頼人が指定した支払指定口座へ

振込資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。 

（７）使用端末機による依頼内容の変更、組戻し 

（イ）振込・振替予約の場合には、依頼の内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、

前項に規定する方法のほか、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機に

よって当行所定の方法により行うことができます。 

ただし、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻経過後は、当該時刻までに依

頼した振込・振替予約の依頼の内容の変更または依頼の取りやめは、使用端末機によ

って行うことはできません。 

（ロ）前（イ）の使用端末機による依頼の内容の変更または依頼の取りやめの取扱いについ

ては、第３項（イ）の規定を準用します。 

（８）振込手数料等 

（イ）振込・振替サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいだき

ます。ただし、その支払いについては、当行所定の日に一括して引落すものとしま

す。その際には預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼

人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

（ロ）第５項（ロ）に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただ

きます。 

（９）振込・振替取引内容の確認 

（イ）振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所定の



期間、方法によって照会することができます。 

（ロ）当行は、毎月の振込・振替取引について、その明細を記載した通知を翌月に郵送しま

すので、依頼内容を確認してください。 

（ハ）前（イ）（ロ）の場合において取引内容に相違があるとき、または前（ロ）の場合に

おいて通知が届かないときは、直ちにその旨を当店に連絡してください。 

 

第４条 照会サービス 

（１）照会サービスを依頼する場合には、第３条第２項（ロ）に準じて、所定の事項を使用端

末機によって、当行所定の方法により入力してください。 

（２）当行は、当行所定の仕様（ＮＴＴデータのＡＮＳＥＲシステムの仕様）にもとづき利用

サービス内容を送信します。なお、この内容はコンピュータ処理の関係上送信時点より

前の時点の内容となる場合があります。 

（３）当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他の取引内容に変更があった場合は、既に送

信した内容について変更または取消を行うことがあります。最終的な取引内容について

は、預金通帳・照合表・計算書等により確認してください。 

 

第５条 データ伝送サービス 

（１）取引の範囲 

データ伝送サービスは、使用端末機によって、当行所定の取引依頼データの処理を依頼

する場合に利用できるものとし、依頼取引の種類は次のとおりとします。 

・総合振込 

・給与（賞与）振込 

・地方税納付 

・預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

・その他当行が取扱いを定めた依頼 

また、データ送信を行う場合はＮＴＴデータが運用するＶＡＬＵＸセンターを経由する

こととします。 

（２）取引の依頼 

（イ）本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定す

る方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。 

（ロ）本項（イ）ののち、すみやかに、所定の事項を記入した当行所定のＦＢデータ伝送通

知書（以下、「伝送通知書」といいます。）を、あらかじめ当行が指定したファクシ

ミリ番号あてにファクシミリ送信してください。 

（ハ）データ伝送および伝送通知書のファクシミリ送信は当行所定の時間内に行うものとし

ます。止むを得ず当行所定の時間外にデータ伝送またはファクシミリ送信を行う場合

は事前に当行の了解を得たうえで行うものとします。 



（ニ）取引依頼データは全国銀行協会連合会で定められたデータフォーマットまたは当行所

定のデータフォーマットで伝送してください。 

上記以外のデータフォーマットでデータを伝送した場合、当行は処理を行いません。

また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害について

は、当行は責任を負いません。 

（３）取引の成立、本人確認等 

（イ）当行が受信したパスワードおよびファイルアクセスキー（以下、「データ伝送サービ

ス用暗証番号等」といいます。）が、あらかじめ当行へ届け出いただいたデータ伝送

サービス用暗証番号等と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。 

（ロ）当行が受信した伝送通知書に記載されている企業コード・指定日・データ種別・合計

件数・合計金額の一致を確認した時点で確定するものとします。 

（ハ）依頼内容が確定した場合には、当行は依頼された取引の取扱いを行います。当行が確

認して取扱いましたうえは、受信したデータ、データ伝送通知書等に不正使用その他

の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（ニ）次の場合は依頼内容は確定せず、当行は依頼された取引の取扱いをしません。また、

これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、そのために生じた損害については、当

行は責任を負いません。 

① データ伝送通知書・取引依頼データのうち、いずれか一方でも当行が受信できない場

合 

② 本項（ロ）に記載された事項の一つでも一致の確認ができない場合 

（４）訂正等 

依頼人は、データ伝送通知書のファクシミリ送信後は、その内容の訂正または取消しを

行わないものとします。 

 

第６条 総合振込 

（１）委託業務および取扱店 

当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託しま

す。 

端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により指定した口座か

ら指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金

融機関の国内本支店の預金口座（以下、「振込指定口座」といいます。）あてに振込手

続を行います。 

なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱

いできない場合があります。 

（２）指定口座の確認 

当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行ってく



ださい。 

（３）振込依頼 

振込依頼は、データ伝送サービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。 

契約者は端末を利用して当行所定の時限内に同利用規定第５条により所定の方法および

操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。 

（４）振込データの処理等 

（イ）データ伝送された振込データに瑕疵ある場合には、当行はそのデータの処理を行いま

せん。 

（ロ）振込データの伝送が当行所定の時限を過ぎた場合には、振込指定日の処理ができない

ことがあります 

（５）振込資金の引落し 

（イ）当行は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通帳・払戻請求書・カー

ドまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した引落口座から自動的に引落ししま

す。 

（ロ）この取扱いの際、以下の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたは伝送通

知書につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当

行は責任を負いません。 

伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信された伝送通知書に記載されている

企業コード・振込指定日・データ種別・合計件数・合計金額一致していること。 

（６）入金通知、支払開始時期 

当行は受取人に対し振込についての通知は行いません。また受取人に対する振込金の支

払開始時期は指定できません。 

（７）依頼内容の取消・変更、組戻し 

（イ）依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座があ

る当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 

① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかか

る届出の印章または署名を行い提出してください。この場合、当行所定の本人確認資

料を求めることがあります。 

② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

（ロ）依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当

行本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。 

① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印し

て提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 

② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返

却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章により記名押印のうえ、提出して



ください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 

（ハ）本項（イ）（ロ）の場合において、振込先の金融磯関がすでに振込通知を受信してい

るときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との

間で協議してください。 

（二）訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出の印章とを相当の注意をもっ

て照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変

造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま

せん。 

（８）振込不能分の取扱い 

該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該

振込金を契約者の振込資金を引き落とした支払指定口座へ入金することにより返却とと

もに依頼人に連絡します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。 

（９）手数料 

事務取扱にあたっては，当行所定の手数料をいただきます。手数料は、当行所定の日

に、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した手

数料引落口座から自動的に引落します。 

また、第６条７項に定める振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生

した日またはあらかじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、

およびそれらに係る消費税相当額をお支払いいただきます。 

手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落とす

ものとします。 

この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とします。 

（10）届出事項の変更 

（イ）届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出るものとしま

す。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任

を負いません。 

（ロ）届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延

着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（11）解約 

この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 

ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。 

（12）損害負担 

当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するもの

とします。なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により

発生した損害についてはその責を負いません。 



当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるもの

とします。 

 

第７条 給与（賞与）振込 

（１）委託業務および取扱店と預金種目 

（イ）給与支給者（以下、「支給者」といいます。）は「給与受給者（以下、「受給者」と

いいます。）に対する給与（賞与を含みます。以下同じとします。）支給にあたって

は、当行に振込事務を委託するものとします。 

（ロ）当行の受託する取扱店の範囲は、当行本支店および当行と給与振込の協定を締結して

いる銀行の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金および当座勘定としま

す。 

（２）指定口座の確認 

当行に振込事務を依頼するにあたっては、事前に指定口座の口座番号の確認を行って

ください。 

（３）振込依頼 

振込依頼は、データ伝送サービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。 

契約者は端末を利用して当行所定の時限内に同利用規定第５条により所定の方法およ

び操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。 

（４）振込データの処理等 

（イ）データ伝送された振込データに瑕疵ある場合には、当行はそのデータの処理を行いま

せん。 

（ロ）振込データの伝送が当行所定の時限を過ぎた場合には、振込指定日の処理ができない

ことがあります。ただし、当行所定の時限を過ぎ、総合振込の当行所定の時間内に伝

送された給与振込データについては、事前に依頼人より届出のある場合は、総合振込

の依頼があったものとして振込指定日の処理を行います。この場合、当行は依頼人に

対し、総合振込として手続を行った旨の通知は行いません。 

（５）振込資金の引落し 

（イ）当行は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通帳・払戻請求書・カー

ドまたは小切手なしであらかじめ依頼人が指定した引落口座から自動的に引落ししま

す。 

（ロ）この取扱いの際、以下の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたはデータ

伝送通知書につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について

は、当行は責任を負いません。 

伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信されたデータ伝送通知書に記載され

ている企業コード・振込指定日・データ種別・合計件数・合計金額一致しているこ

と。 



（６）入金通知、支払開始時期 

当行は受給者に対し給与振込についての通知は行いません。また受給者に対する振込

金の支払開始時期は振込指定日の午前１０時からとします。 

（７）依頼内容の取消・変更、組戻し 

（イ）依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座があ

る当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 

① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかか

る届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認

資料を求めることがあります。 

② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

（ロ）依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当

行本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。 

① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名・押印

して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがありま

す。 

② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返

却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印章により記名押印のうえ、提出して

ください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 

（ハ）本項（イ）（ロ）の場合において、振込先の金融磯関がすでに振込通知を受信してい

るときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との

間で協議してください。 

（ニ）訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出の印章とを相当の注意をもっ

て照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変

造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま

せん。 

（８）振込不能分の取扱い 

該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当

該振込金を契約者の振込資金を引き落とした支払指定口座へ入金することにより返却

とともに依頼人に連絡します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。 

（９）手数料 

給与振込事務取扱にあたっては，当行所定の手数料をいただきます。手数料は、当行

所定の日に、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人

が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

また、振込の訂正・組戻しが発生した場合は、訂正・組戻しが発生した日またはあら

かじめ取り決めた日に組戻しにかかる手数料、訂正にかかる手数料、およびそれらに



係る消費税相当額をお支払いいただきます。 

手数料の支払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預金口座より自動的に引き落と

すものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提

出は不要とします。 

（10） 届出事項の変更 

（イ）届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出するものとし

ます。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責

任を負いません。 

（ロ）届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延

着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（11）解約 

この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当

行に対する解約の通知は書面によるものとします。 

（12）損害負担 

当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するも

のとします。 

なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した

損害についてはその責を負いません。 

当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるも

のとします。 

 

第８条 地方税納付 

（１）委託業務 

契約者は当行に対して地方税納付事務の取扱いを委託するものとします。 

（２）納入依頼 

（イ）納入依頼は、テータ伝送サービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。 

（ロ）納付指定日は、毎月１０日とします。ただし、当日が銀行の休業日のときは翌営業日

とします。 

（ハ）依頼データは、データ伝送サービスを利用し、当行所定の時限内に同利用規定第５条

により所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してくださ

い。 

（３）納入資金等の引落し 

（イ）納入資金および手数料等は、あらかじめ取決めた引落日に振込合計金額を、預金通

帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人が指定した引落口座

から自動的に引落しします。 



（ロ）この取扱いの際、次の確認を行って取扱いましたうえは、取引データまたはデータ伝

送通知書につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について

は、当行は責任を負いません。 

伝送された取引依頼データと、ファクシミリ送信されたデータ伝送通知書に記載され

ている企業コード・納付日・データ種別・合計件数・合計金額が一致していること。 

（４）依頼内容の取消・変更 

契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の

変更および取消の必要が生じた場合は、契約者において、地方公共団体宛還付請求を

行ってください。金額増額の場合は追加分を銀行窓口等で納入してください。 

（５）手数料 

地方税納付事務取扱いにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料は、

当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書・払戻請求書・カード・小切手なしで、あら

かじめ依頼人が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

（６）届出事項の変更 

（イ）届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出するものとし

ます。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責

任を負いません。 

（ロ）届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延

着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（７）損害負担 

当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するも

のとします。 

なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した

損害についてはその責を負いません。当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかで

ないときは、両者で協議して定めるものとします。 

（８）解約 

この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当

行に対する解約の通知は書面によるものとします。 

 

第９条 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

（１）委託事務および取扱店の指定 

預金口座振替とは「預金口座振替による収納事務に関する委託契約書」または「代金

回収サービスの預金口座振替に関する契約書」にもとづき、データ伝送サービスによ

り当行へ口座振替を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 

預金口座振替による収納事務委託者（以下、「委託者」といいます。）は当行に対し



て、当行の国内本支店における収納事務取扱に関する委託をするものとします。 

委託に際しては当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「当行取扱店の範

囲」「振替日」等の項目を当行所定の方法によりを届出るものとします。 

（２）口座振替依頼 

引落依頼は、データ伝送サービスを利用し、当行所定の時間内に行ってください。 

契約者は端末を利用して当行所定の時限内に本利用規定第５条により所定の方法およ

び操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。また、データを送

信した後、速やかに伝送通知書をファクシミリ送信を行ってください。 

（３）依頼内容の変更・取消 

依頼内容が確定した取引については、変更および取消はできません。 

（４）振替結果明細の返戻 

（イ）当行は、振替日において預金者の指定する預金口座の残高が振替明細の金額に満たな

い等、振替不能のものがあるときは、その内容の振替結果コードを付したデータを当

行所定の日までに準備しますので委託者が受信してください。 

（ロ）振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当行は、所定期間経過

後、振替結果データを削除します。 

（５）口座への入金 

当行は当行所定の日までに振替代り金を委託者の預金口座に入金します。 

（６）手数料 

口座振替収納事務取扱いにあたっては、当行所定の手数料をいただきます。手数料の

支払い方法については別途定めるものとします。 

（７）届出事項の変更 

（イ）届出事項の内容に変更がある場合は、当行所定の書面により直ちに届出するものとし

ます。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責

任を負いません。 

（ロ）届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延

着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（８）解約 

この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当

行に対する解約の通知は書面によるものとします。 

（９）損害負担 

当行ならびに依頼人は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担するも

のとします。 

なお、当行は当行の責によらない回線の不通・機器障害その他の事情により発生した

損害についてはその責を負いません。 



当行ならびに依頼人の責に帰すべきか明らかでないときは、両者で協議して定めるも

のとします。 

 

第１０条 利用手数料 

本サービスの利用に関しては、当行所定の利用手数料をいただきます。利用手数料は、

当行所定の日に預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、あらかじめ依頼人

が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

 

第１１条 届出事項の変更 

（１）暗証番号、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更

があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届

出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（２）第１項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付す

る書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したもの

とみなします。 

 

第１２条 災害等による免責等 

（１）次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延その他本サービスによる取

引の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については当行は責任を負い

ません。 

（イ）災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事田があったとき 

（ロ）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわ

らず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき 

（ハ）当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき 

（２）当行がこの規定により取扱い、または依頼人がこの規定により取扱わなかったことに

よる損害については、当行は責任を負いません。 

 

第１３条 解約等 

（１）本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、

契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。 

（２）当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行いま

す。その場合、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、

通常到着すべきときに到着したものとみなします。 

（３）契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通

知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損

害が生じたとしても、当行は責任を負いません。 



（イ）支払停止、破産等の申立があったとき 

（ロ）手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

（ハ）契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行におい

て契約者の所在が不明となったとき 

（ニ）契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた

場合 

（ホ）１年以上にわたり本サービスのご利用がないとき 

（ヘ）支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき 

（４）本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の

１つでも該当する場合には、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。ま

た、前項のほか、次の各号の１つでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切

である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することによ

り、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害につい

ては、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、そ

の損害額を支払ってください。 

（イ）契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

場合 

（ロ）契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴

力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」といいます。）

に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を 

すること 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること 

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること 

（ハ）契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」といいま

す。）第1２条第１号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為 

②暴対法第９条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為 

③第三者に暴対法第９条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼

し、又は唆す行為 



④その他前①〜③に準ずる行為 

 

第１４条 規定の変更 

この規定は、民法第５４８条の４の規定に基づき改定されることがあります。改定

を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到

来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ

とにより変更できるものとします。 

 

第１５条 規定の準用 

この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定等によ

り取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行ホームページにて確認いただく

か、もしくは当行にご請求ください。 

 

第１６条 契約期間 

本契約の当初契約期間は契約日から起算して１年間とし、契約者または当行から特

に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。

なお、継続後も同様とします。 

 

第１７条 譲渡・質入れ 

本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。 

 

第１８条 準拠法、合意管轄 

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じ

た場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

                                                                   以上 

（2022年4月1日現在） 


